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平成 年 月 日

殿

労働基準監督署

第三者行為災害関係書類の提出について

殿に係る 発生の

業務・通勤災害については、第三者行為災害として取り扱うこととなりますので、

下記書類を平成 年 月 日までにご提出下さい。

記

(4枚1組）l.第三者行為災害届

（ 1部）1． 念書

※記入方法等についてご不明の場合は､下記の当署担当までお問い合わせいただくか、

厚生労働省HP掲載の｢第三者行為災害のしおり｣をご覧ください。

（パソコン､携帯電話等から｢第三者行為災害のしおり｣と検索してください｡）
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労働基準監督署労災課

（担当者）

TEL:

印

－212‐


